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研究要旨 
各国の ELSI 対応体制を評価するための Quality Indicator(QI)を設定するために，(1)医
療，法律，社会学それぞれの分野の専門家によるディスカッションにより QI候補の列

挙，(2)QI候補を用いた 1 か国でのパイロットテスト，を実施した． QIとして，(1)社
会・女性関連 QI， (2)リプロダクティブヘルス・ライツ関連 QI，(3)障害児・者関連

QI，それぞれの項目を設定した．本 QI を用いて海外諸国の ELSI 対応体制を評価し，

日本の体制と比較検討することで，日本独自の ELSI 対応体制への提言作成を目指す． 
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Ａ．研究目的 
出生前診断に関する検査や医療の社会実

装においては，医療体制の整備に加え，出

生前診断に関係する倫理的・法的・社会的

課題(ELSI)に対応する体制の整備が求めら

れる．ここで，ELSI に関する体制を考え

るうえでは，法，社会保障といった公的制

度の整備状況だけでなく，文化・教育・リ

テラシーといった，一般市民や社会全体に

関わる要素も重要である．そのため，日本

における出生前診断に関する ELSI に対応

する体制整備においては，日本独自の制

度，文化を考慮する必要がある． 
出生前診断の普及が進む海外諸国におい

ては，その普及に応じた ELSI 対応体制が

とられていると推察される．それらの国々

の体制を，比較的見地から検討すること

は，日本独自の ELSI 対応体制を検討する

うえで意義深い．そこで本研究では，出生

前診断が普及している海外諸国における

ELSI 対応体制について，法，文化，社会

それぞれの観点から実態を明らかにするこ

とを目的とした． 
 
Ｂ. 研究方法 
本年度は，各国の ELSI 対応体制を評価す

るための Quality Indicator(QI)を設定する

ために，(1)医療，法律，社会学それぞれの

分野の専門家によるディスカッションによ

り QI候補の列挙，(2)QI候補を用いた 1
か国でのパイロットテスト，を実施した． 
 
Ｃ. 研究結果 
QI の領域 
出生前診断に関連する ELSI 対応体制の

QIは，出生前診断の件数や，法・ガイド

ラインの整備状況等，出生前診断に直接関

係するものだけではなく，広くリプロダク

ティブヘルス・ライツに関する QI を検討
する必要があることで意見が一致した．ま

た，リプロダクティブヘルス・ライツは，

その基盤となる女性の権利がどのように保

障されているかに影響を受けるため，就業

率や夫婦別姓等，社会一般における女性の

権利に関することも QI の領域として挙げ
られた．また，出生前診断の目的を鑑みた

とき，障害児・者への支援体制がどの程度

整備されているかは，出生前診断の ELSI

を検討するうえで極めて重要であるという

観点から，障害児・者への支援に関する

QIも必須であることで専門家間の合意が

得られた．以上より，出生前診断関連

ELSI 対応体制の QIは，(1)社会・女性関

連 QI，(2)リプロダクティブヘルス・ライ
ツ関連 QI，(3)障害児・者関連 QI，の 3領
域から構成することとした． 
QI領域別項目 
  (1)社会・女性関連 QI， (2)リプロダク
ティブヘルス・ライツ関連 QI，(3)障害
児・者関連 QI の各項目を表 1~3 に示す． 

 社会一般・女性の権利に関する QIとし
て，夫婦別姓，雇用，育休・産休，性教育

等の領域について，それぞれ法の整備状況

や，それらの体制が実際にどの程度機能し

ているかに関する QI項目が挙げられた．

リプロダクティブヘルス・ライツに関する

QIとして，母子保健関連 QI，避妊・人工

妊娠中絶関連 QI，出生前検査関連 QIが挙
げられた．障害児・者関連 QIとして，法

律上の定義，療育，就学，雇用，生活とそ

れらに関する公的補助についての項目が挙

げられた． 
パイロットテスト 
挙げられた QI項目について，実施可能

性，QI項目の追加・変更の必要性を検討

する目的で，研究分担者メンバーがフィー

ルドとするフランス共和国を対象としてパ

イロットテストを実施し，web を介してほ

ぼすべての QIが入手可能であった． 
 
Ｄ．考察 
本研究では，関連する各領域の専門家の意

見を集約して QI を作成した．これらの QI
は，パイロットスタディにおいて実際の収

集が可能であることが示されたが、今後の

海外諸国への適応を鑑み、QI項目の選定を

行う予定である．次年度以降は，地域性，宗

教，出生前診断の普及状況を鑑み，以下の

国・地域を対象に QI測定を実施する：日本，

台湾，シンガポール，オランダ，ルクセンブ

ルク，英国，ノルウェー，アメリカ，ブラジ

ル，オーストラリア，イスラエル，ドバイ 
ここで，本研究のパイロットスタディは，

当該国の事情および使用言語に精通した分

担研究者らが担当したためにスムーズな

QI 調査ができた可能性が高い．そのため，
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実際の QI 調査にあたっては，各国の事情や

使用言語に精通した研究協力者と協力体制

を作ったうえで進める必要がある． 
 
Ｅ．結論 

 出生前診断に関する ELSI 対応体制の

QIとして，(1)社会・女性関連 QI， (2)リ
プロダクティブヘルス・ライツ関連 QI，
(3)障害児・者関連 QI，それぞれの項目を

設定した．来年度以降，パイロットテスト

結果を参考に QI項目の選定を行い、それ

らを用いて海外諸国の ELSI 対応体制を評

価し，日本の体制と比較検討することで，

日本独自の ELSI 対応体制への提言作成を

目指す． 
 
Ｆ．健康危険情報 

  なし 

 

Ｇ．研究発表 

なし 
 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  なし 

 
表 1 基礎情報，社会・⼥性関連 QI 
基礎情報 

⼈⼝ 
出⽣数 
15-49 歳⼈⼝と割合 
⽼年⼈⼝と割合 
平均寿命 
GDP(ドル換算) 
1 ⼈当たり国⺠所得(ドル換算) 
信仰されている宗教と各信者の割合 

社会⼀般・⼥性の権利に関する QI 
夫婦別姓（選択の可否，実際の選択率） 
⼥性の就業率 
就業者に占める⼥性の割合 
国会及び地⽅議会において⼥性が占める議席の割合 
管理職に占める⼥性の割合 
⽣理休暇(法的根拠，期間，取得率) 
⽣理⽤品の公的補助 
産休(⺟親) (法的根拠，期間，取得率) 
産休(⽗親) (法的根拠，期間，取得率) 
育休(⺟親) (法的根拠，期間，取得率) 
育休(⽗親) (法的根拠，期間，取得率) 
性教育の実施状況 
 法的根拠の(有無，内容) 
 ガイドライン・指導要領(有無，内容) 

義務教育課程での下記の教育の有無 
  (望まない妊娠，避妊，性感染症) 

 
表 2 リプロダクティブヘルス・ライツ関連 QI 
⺟⼦保健関連 QI 

産院・病院での出産割合 
合計特殊出⽣率 
周産期⺟体死亡率 
新⽣児死亡率 
⺟⼦⼿帳の有無 
産婦⼈科医（数，⼥性の割合） 
助産師数(数，⼥性の割合) 
妊婦健診・出産に関する費⽤（公的補助，範囲） 

避妊・⼈⼯妊娠中絶関連 QI 
避妊に関する規制(法的，⽂化的，宗教的) 
経⼝避妊薬(普及率，⼊⼿⽅法，費⽤の補助) 
⼈⼯妊娠中絶に関する法的規制(件数，条件，週数) 

出⽣前検査関連 QI 
実施件数(NIPT，⽺⽔検査，絨⽑検査) 
検査に関する規制 

法律(有無，内容) 
ガイドライン(有無，内容) 

検査に関する費⽤（公的補助，範囲） 
 
表 3 障害児・者関連 QI 
障害児・者共通 QI 

障害児・者の規定(法的根拠，区分) 
障害児・者数 

障害児関連 QI 
⼩児医療費助成（有無，範囲） 
疾患別の公的助成（有無，範囲） 
療育制度（種別，概要） 
⽀援級・学校（施設数，充⾜率） 
⼊所施設（有無，種類） 
療育に関する費⽤（公的補助，範囲） 
教育に関する費⽤（公的補助，範囲） 
その他公的⼿当 

障害者関連 QI 
医療費助成（有無，範囲） 
疾患別の公的助成（有無，範囲） 
⾼等教育における配慮（法的根拠，内容） 
就労⽀援（法的根拠，内容） 

 障害者の就労状況 
⼊所施設（有無，種類） 

 障害年⾦（有無，額） 
その他公的⼿当 

 
 

 


